
道路占用工事等施行仕様書  

 

 道 路 占 用 工 事 等 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 及 び 受 け た 者 は 、愛 川 町 道 路 占 用

規 則 第 １ ４ 条 の 規 定 に より、次 の 各 項 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。 

 

１  工 事 着 手 前 に 必 ず 道 路 占 用 工 事 着 手 届 並 び に 道 路 交 通 法 の 規 定 に よ る 厚

木 警 察 署 長 の 道 路 使 用 許 可 、愛 川 町 消 防 署 長 ・ 愛 川 町 美 化 プ ラ ン ト 所 長 及

び 該 当 学 区 内 小 中 学 校 長 に 届 出 を し 、 工 事 に 着 手 す る こ と 。  

２  工 事 施 行 中 は 、 工 事 箇 所 に 柵 等 を 設 け 、 木 製 又 は 金 属 製 の 工 事 掲 示 板 及

び 道 路 掘 削 許 可 済 証 に 所 要 事 項 を 記 入 し て 適 正 な 位 置 に 掲 示 す る こ と 。（ 掘

削 延 長 が ５ ０ ｍ 以 上 の 場 合 は ２ 箇 所 以 上 に 掲 示 の こ と 。） そ の 他 、 警 戒 標

識 ・ 注 意 燈 ・ ス タ ン ド ・ バ リ ケ ー ド ・ お 願 い 板 等 を 設 置 し 、 危 険 な 場 所 又 は

相 当 長 い 区 間 に わ た る 工 事 箇 所 等 に つ い て は 、 危 険 防 止 の た め 2 0 0 ワ ッ ト 以

上 の 白 色 照 明 灯 を 設 置 す る こ と 。  

３  厚 木 警 察 署 長 か ら 指 示 さ れ た 交 通 制 限 の 内 容 （ 片 側 交 通 止 、 諸 車 交 通 止

等 ）を 遵 守 し 、 工 事 を 施 行 す る こ と 。 特 に 工 事 用 資 材 ・ 残 土 等 を 絶 対 に 道 路

に 置 か な い こ と 。  

４  掘 削 延 長 が ２ ０ ｍ 以 上 の 工 事 に つ い て は 地 元 区 長 と 協 議 す る こ と 。  

５  工 事 中 、 自 動 車 等 の 交 通 を 遮 断 す る 場 合 は 、 迂 回 路 標 識 を 適 正 の 位 置 に

必 ず 設 置 す る こ と 。  

６  通 学 路 及 び 特 に 交 通 の 混 雑 す る 道 路 の 工 事 箇 所 に つ い ては、工 事 の 施 行 中

交 通 整 理 員 を 配 置 す る こ と 。  

７  工 事 の 施 行 中 、 人 畜 ・ 土 地 ・ 家 屋 ・ そ の 他 の 工 作 物 ・ 物 件 又 は 他 人 の 営

業 等 に 損 害 を 与 え た と き は 、 す べ て 申 請 者 が そ の 責 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。 

８  埋 設 管 等 の 埋 設 深 度 に つ い て は 、 埋 設 管 頂 部 と 路 面 と の 距 離 を １ ． ２ ｍ

以 上 と す る こ と 。ただし、道 路 地 下 埋 設 管 等 の 埋 設 深 度 に つ い て (平 成 1 2 年

1 1 月 1 日 施 行  以 下 「 浅 層 化 」 と い う 。 )の 条 件 を 満 た す こ と が で き る 場 合

は 浅 層 化 に よ り 施 行 す る こ と が で き る 。  



 

９  申 請 図 面 に は 、 本 復 旧 及 び 影 響 範 囲 を 平 面 図 及 び 断 面 図 に お い て 明 記 し 、

カッターライン・パッチング・マンホール・セットバック部 分 等 の 寸 法 確 認 を

現 地 で 必 ず 行 い 、 掘 削 位 置 及 び 本 復 旧 範 囲 か ら の 寸 法 を 記 入 し 図 面 化 す る

こと。また、同 一 宅 地 等 に お い て 複 数 掘 削 を 行 う 場 合 は 、 申 請 者 が 異 な る 場

合 に お い て も 十 分 協 議 を 行 い 、 そ の 全 て を 同 一 図 面 に 明 記 す る こ と 。  

1 0  舗 装 道 を 復 旧 す る 必 要 の あ る 工 事 の 場 合 、 申 請 書 に 舗 装 業 許 可 書 ( 写 )を

添 付 し 、 そ の 許 可 を 有 す る 者 が 舗 装 復 旧 の 施 行 を 行 う こ と 。 こ れ に 違 反 し た

場 合 は 、 本 復 旧 の 再 施 行 を 命 じ る こ と が あ る 。  

1 1  申 請 図 面 は 、 メ ー ト ル 単 位 で 記 入 し 、 小 数 点 以 下 ２ 位 ま で 記 入 す る こ と 。  

1 2  舗 装 道 に つ い て は 、 カ ッ タ ー 切 断 と す る こ と 。  

1 3  上 下 水 道 管 等 、 下 記 の 物 件 を 埋 設 す る 場 合 は 、 埋 設 管 に 次 の 色 別 の 表 示

文 字 等 が 長 期 に わ た り 退 色 し な い 良 質 の テ ー プ 等 に 名 称 ・ 管 理 者 ・ 埋 設 の 年

等 を 記 入 し て 、 概 ね ２ ｍ 間 隔 で 路 床 上 (管 上 ３ ０ ｃ ｍ )に 明 示 す る こ と 。  

下 水 道 管― 茶  色  ・  水 道 管― 青  色  ・  ガ ス 管― 緑  色  

電 話 線― 赤  色  ・  電 力 線― オレンジ ・  工業用水管― 白  色  

1 4  試 掘 等 に よ り 他 の 占 用 物 件 を 確 認 し た と き は 、 道 路 管 理 者 及 び 占 用 物 件

管 理 者 と 協 議 の う え 工 事 を 施 行 す る こ と 。  

1 5  掘 削 に 伴 い 、 他 の 埋 設 管 等 占 用 物 件 及 び 表 示 物 が 露 出 又 は 損 傷 し た と き

は 、 速 や か に 当 該 占 用 物 件 管 理 者 に 連 絡 し 、 そ の 指 示 に 従 っ て 措 置 を 講 ず る

こ と 。  

1 6  路 面 復 旧 は 、 別 図 に 示 す 工 法 に よ る こ と と し 、 埋 め 戻 し は ２ ０ c m ご と に 確

実 に 締 め 固 め る こ と 。  

1 7  路 面 復 旧 は 、 埋 め 戻 し 後 、 即 日 仮 復 旧 の こ と 。 な お 、 即 日 仮 復 旧 で き な い

場 合 は 、囲 い・柵 及 び そ の 他 必 要 な 保 安 設 備 を 完 全 に 設 置 し 、事 故 防 止 の 完

全 を 図 る こ と 。  



 

1 8  横 断 方 向 の 最 低 舗 装 復 旧 幅 は 次 の と お り と す る 。  

① Ａ ･ Ｂ 号 舗 装 道 及 び 歩 道  

( 1 ) 舗 装 復 旧 幅 が セ ン タ ー ラ イ ン を 越 え な い 場 合 に は セ ン タ ー ラ イ ン ま で

と し 、 セ ン タ ー ラ イ ン の 無 い 道 路 に つ い て は 、 道 路 中 心 線 ま で  

( 2 )舗 装 復 旧 幅 が 道 路 中 心 線 を 越 え る 場 合 に は 、 既 存 舗 装 幅 全 幅  

② Ｃ 号 ･ コ ン ク リ ー ト 舗 装 道  

既 存 舗 装 幅 に か か わ ら ず ２ ｍ  

  ③ 砂 利 道  

   最 低 復 旧 幅 は 規 定 し な い 。  

1 9  縦 断 方 向 の 最 低 舗 装 復 旧 幅 は 次 の と お り と す る 。  

① Ａ ･ Ｂ 号 舗 装 道 に つ い て は ３ ｍ  

② Ｃ 号 ･ コ ン ク リ ー ト 舗 装 道 ・ 砂 利 道 及 び 歩 道 に つ い て は ２ ｍ  

2 0  横 断 方 向 に お い て 、舗 装 復 旧 幅 が 既 存 舗 装 幅 の 端 部 か ら １ ｍ に 満 た な い 場

合 に は 、 既 存 舗 装 端 部 ま で 復 旧 す る こ と 。  

2 1  舗 装 復 旧 範 囲 付 近 に 既 存 カ ッ タ ー ラ イ ン ・ マ ン ホ ー ル 等 が あ る 場 合 、 又 は

同 一 時 期 に お い て 掘 削 箇 所 が 近 い 場 合 に は 次 の と お り 復 旧 す る こ と 。  

① 既 存 カ ッ タ ー ラ イ ン か ら ④ の 延 長 に 満 た な い 位 置 に 舗 装 復 旧 端 部 が か か

る 場 合 は 、 既 存 カ ッ タ ー ラ イ ン ま で 復 旧 す る こ と 。  

② 同 一 宅 地 等 に お い て 複 数 掘 削 を 行 う 場 合 で あ っ て 本 復 旧 範 囲 が 重 な る

場 合 、又 は 本 復 旧 間 の 延 長 が ④ の 延 長 に 満 た な い 場 合 は 、一 括 復 旧 す る

こと。この場 合 、 申 請 者 が 異 な る 場 合 に お い て も 十 分 協 議 を 行 い 、 一 括

復 旧 す る こ と 。  

③ 連 続 点 堀 の 復 旧 部 分 間 の 距 離 が ④ の延 長 に 満 た な い と き は 、 そ の 区 間 を

道 路 管 理 者 の 指 示 に より、舗 装 版 ( 表 層 )打 換 又 は 切 削 オ ー バ ー レ イ を す

ること。なお、道 路 構 造 の 保 全 上 必 要 な 場 合 は 、路 盤 か ら の 打 換 指 示 が

で き る も の と す る 。  

④ Ａ 号 舗 装 道 … ３ ｍ   Ｂ 号 舗 装 道 … ３ ｍ  

 Ｃ 号 舗 装 道 … １ ｍ   歩  道 … … … １ ｍ  



 

⑤ マ ン ホ ー ル 等 の 端 部 か ら ５ ０ c m に 満 た な い 位 置 に 舗 装 復 旧 端 部 が か か る

場 合 は 、舗 装 復 旧 端 部 か ら 見 て マ ン ホ ー ル の 最 遠 部 よ り ５ ０ c m 離 れ た 位

置 ま で 復 旧 す る こ と 。  

2 2  境 界 杭 ・ 区 画 線 等 を で き る 限 り 避 け て 施 行 し 、 万 が 一 、抜 杭 等 の 必 要 が 生

じ た 場 合 は 、 直 ち に 道 路 管 理 者 の 指 示 に 従 い 施 行 、 復 元 す る こ と 。  

2 3  道 路 掘 削 工 事 が 完 成 し た ときは、道 路 掘 削 工 事 完 成 届 に 次 の 工 事 写 真 を

添 付 の う え 、 完 成 後 １ ０ 日 以 内 に 町 長 に 提 出 し 、 検 査 を 受 け る こと。なお、

工 事 写 真 に は 、 黒 板 に 日 付 を 書 い た も の を 写 す こ と と し 、 写 真 管 理 箇 所 は 、

原 則 と し て 起 終 点 を 含 め ４ ０ ｍ 間 隔 で 写 真 管 理 す る こ と 。  

  ① 施 行 前  ( 1 )現 況 写 真  

  ② 施 行 中  ( 1 )舗 装 切 断 掘 削 状 況  

       ( 2 )管 路 等 埋 設 状 況  

       ( 3 )転 圧 状 況 (２ ０ ｃ ｍ ご と )  

       ( 4 )仮 復 旧 完 成 写 真  

       ( 5 )本 復 旧 時 舗 装 切 断 状 況  

       ( 6 )路 盤 施 行 状 況  

       ( 7 )本 復 旧 施 行 状 況  

  ③ 施 行 後  ( 1 )完 成 写 真  

2 4  将 来 、 道 路 管 理 者 施 行 の 道 路 工 事 等 に 伴 い 、 道 路 管 理 者 に お い て 占 用 物

件 の 移 設 、 除 去 の 必 要 を 認 め た と き は 、 別 に 協 議 し た 場 合 の ほ か 、 占 用 者 の

負 担 に お い て 移 設 、 除 去 す る こ と 。  

2 5  許 可 後 に お い て も 道 路 管 理 者 が 必 要 と 認 め た と き は 、 許 可 を 取 り 消 し 、 工

作 物 の 撤 去 及 び 道 路 の 原 形 復 旧 を 命 ず る こ と が で き る 。  

2 6  上 記 各 項 の ほ か 、 道 路 法 ・ 道 路 法 施 行 令 等 の 関 係 法 令 及 び 道 路 管 理 者 の

指 示 を 遵 守 す る こ と 。  

2 7  そ の 他 、 こ の 規 定 に 該 当 し な い 内 容 に つ い て は 、 道 路 管 理 者 と 協 議 し 、 決

定 す る こ と 。  

2 8  こ の 規 定 は 、 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 よ り 適 用 す る 。  


